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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

９９

規

則
（
教
）

○
東
京
都
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
教
育
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
�

○
東
京
都
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
等
を
廃
止
す
る
規
則
…
…
�

○
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
�

○
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
�

○
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
�

○
東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
公
立
学
校
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
学
校
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
学
校
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
�

○
学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

訓

令
（
教
）

○
東
京
都
教
育
委
員
会
電
子
情
報
処
理
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

告

示
（
消
）

○
東
京
消
防
庁
消
防
総
監
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
消
防
庁
消
防
総
監
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
…
…
…
…
�

○
東
京
消
防
庁
消
防
総
監
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
�

規

則
（
教
）

東
京
都
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
七
十
二
号

東
京
都
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
三
条
中
「
非
開
示
情
報
、
東
京
都
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
年
東
京
都
条

例
第
百
十
三
号
。
以
下
「
個
人
情
報
保
護
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
」
を
「
不
開
示
情
報
又

は
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
個
人
情
報
保
護
法
」

と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
及
び
東
京
都
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平

成
二
十
七
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
一
号
。
以
下
「
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
」
を
削
る
。

第
五
十
七
条
第
三
項
中
「
個
人
情
報
保
護
条
例
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
個
人
情
報
保
護
法
第
八
十

二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
、
又
は
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

当
該
秘
密
文
書
に
記
録
さ
れ
た
保
有
特
定
個
人
情
報
を
開
示
す
る
旨
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
」
を
削
る
。

別
表
第
一
起
案
文
書
及
び
収
受
文
書
（
他
の
起
案
文
書
に
添
付
す
る
も
の
及
び
資
料
文
書
を
除

く
。
）
の
部
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
も
の
の
項
中
「
非
開
示
」
を
「
不
開
示
」
に
改
め
、
同
部
保

有
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
又
は
利
用
停
止
に
関
す
る
も
の
の
項
中
「
非
開
示
」
を
「
不
開
示
」
に
、

「
非
訂
正
」
を
「
不
訂
正
」
に
、
「
利
用
非
停
止
」
を
「
利
用
不
停
止
」
に
改
め
、
同
部
保
有
特
定
個

人
情
報
の
開
示
、
訂
正
又
は
利
用
停
止
に
関
す
る
も
の
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
教
育
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。
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令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
七
十
三
号

東
京
都
教
育
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規

則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
三
の
項
中
「
非
開
示
決
定
通
知
書
」
を
「
不
開
示
決
定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
映
像
又
は
」
を
「
映
像
若
し
く
は
」
に
、
「
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ

ス
ク
若
し
く
は
」
を
「
光
デ
ィ
ス
ク
」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「非

開
示
決
定
通
知
書

」
を
「不

開
示
決
定
通
知
書

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
等
を
廃
止
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
七
十
四
号

東
京
都
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
等
を
廃
止
す
る

規
則

次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。

一

東
京
都
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
年
東
京
都
教
育

委
員
会
規
則
第
九
号
）

二

東
京
都
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東

京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
十
三
号
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
七
十
五
号

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第

二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
、
第
十
八
条
」
を
「
か
ら
第
十
九
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
使
用
し
た
」
の
下
に
「
妊
娠
症
状
対
応
休
暇
、
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四
項
」
を

「
前
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
八
条
の
二
第
六
項
の
改
正
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
七
十
六
号

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
、
第
十
八
条
」
を
「
か
ら
第
十
九
条
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
使
用
し
た
」
の
下
に
「
妊
娠
症
状
対
応
休
暇
、
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項

中
「
使
用
し
た
」
の
下
に
「
妊
娠
症
状
対
応
休
暇
、
」
を
、
「
勤
務
時
間
規
則
」
の
下
に
「
第
十
九

条
、
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公

布
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
七
十
七
号

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
教
育
委
員

会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
二
項
中
「
、
日
」
の
下
に
「
又
は
時
間
」
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
中
「
使
用
し
た
」
の
下
に
「
第
十
九
条
、
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
使
用
し
た
」
の
下
に
「
第
十
九
条
、
」
を
加
え
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
「
と
き
は
」

の
下
に
「
、
第
十
九
条
第
二
項
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
七
十
八
号

東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年

東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
妊
娠
出
産
休
暇
」
の
下
に
「
、
妊
娠
症
状
対
応
休
暇
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
妊
娠
症
状
対
応
休
暇
）

第
十
七
条
の
二

妊
娠
症
状
対
応
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
使
用
し
た
」
及
び
「
職
員
の
」
の
下
に
「
第
十
七
条
の
二
、
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
中
「
使
用
し
た
」
の
下
に
「
第
十
七
条
の
二
、
」
を
、
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
第
十
七

条
の
二
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
公
立
学
校
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
七
十
九
号

東
京
都
公
立
学
校
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
公
立
学
校
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東

京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
妊
娠
出
産
休
暇
」
の
下
に
「
、
妊
娠
症
状
対
応
休
暇
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
妊
娠
症
状
対
応
休
暇
）

第
十
七
条
の
二

妊
娠
症
状
対
応
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
十
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
二
条
の
二
」
を
「
第
十
七
条
の
二
、
第
二
十
条
の
二
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
二
条
の
二
」
を
「
第
十
七
条
の
二
、
第
二
十
条
の
二
」
に
改
め
、
「
使
用
す

る
」
を
「
使
用
し
よ
う
と
す
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
校
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日
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東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
八
十
号

学
校
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の
給
料
の
調
整

額
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

（
内
払
）

２

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
改
正
前
の
学
校
職
員
の

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
職
員
に
支
払
わ
れ
た
給
料
の
調
整
額
は
、
改

正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
調
整
額
の
内
払
と
み
な
す
。

学
校
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
八
十
一
号

学
校
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
条
例
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
職
員
で
条
例
」
に
、
「
職
員
」
を
「
も
の
」
に
改
め
、
「
東
京
都
教
育

委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
管
理
職
手
当
支
給
規
則
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同

項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
職
手
当

の
支
給
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
占
め
る
職
に
応
じ
て
同
条
第
二
項
及
び
管
理
職
手
当

支
給
規
則
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
管
理
職
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

区
分
六
、
区
分
七
又
は
区
分
九

九
千
円

ロ

区
分
十

七
千
円

第
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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条
例
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
に
定
め
る
額
と

す
る
。

一

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
で
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
占
め
る
職
に
応
じ
て
同
条
第
二
項
及
び

管
理
職
手
当
支
給
規
則
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
管
理
職
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
額

イ

区
分
六
、
区
分
七
又
は
区
分
九

五
千
円

ロ

区
分
十

四
千
円

二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
職
手
当

の
支
給
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
占
め
る
職
に
応
じ
て
同
条
第
二
項
及
び
管
理
職
手
当

支
給
規
則
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
管
理
職
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

区
分
六
、
区
分
七
又
は
区
分
九

四
千
五
百
円

ロ

区
分
十

三
千
五
百
円

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附
則
第
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
第
二
条
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
す
。

３

学
校
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
東

京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
の
改
正
規
定
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
八
十
二
号

学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
一
万
分
の
二
万
一
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
二
万
二
千
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
一
万
分
の
九
千
百
二
十
二
・
五
」
を
「
一
万
分
の
一
万
十
二
・
五
」
に
、
「
一
万
分

の
一
万
五
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
一
万
六
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
万
分
の
九
千
二

百
二
十
五
」
を
「
一
万
分
の
一
万
百
二
十
五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
四
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
一

万
五
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
一
万
分
の
五
千
三
百
四
十
」
を
「
一
万
分
の
五
千
七
百
八

十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
一
万
分
の
四
千
四
百
五
十
」
を
「
一
万
分
の
四
千
八
百
九
十
五
」

に
、
「
一
万
分
の
六
千
」
を
「
一
万
分
の
六
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
一
万
分
の
四
千
五

百
」
を
「
一
万
分
の
四
千
九
百
五
十
」
に
、
「
一
万
分
の
六
千
」
を
「
一
万
分
の
六
千
五
百
」
に
改
め

る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
第
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定

は
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

訓

令
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
十
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校
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都

立

小

学

校

東
京
都
教
育
委
員
会
電
子
情
報
処
理
規
程
（
平
成
八
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
三
条
中
「
東
京
都
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
年
東
京
都
条
例
第
百
十
三
号
）
及

び
東
京
都
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
一
号
）
」

を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
消
）

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
１１号

東
京
消
防
庁
消
防
総
監
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
（
平
成
１１年

１２月
東
京
消
防

庁
告
示
第
１０号

）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
４
年
１２月

２２日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

清
水

洋
文

附
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
１２号

東
京
消
防
庁
消
防
総
監
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
２７年

１２月
東

京
消
防
庁
告
示
第
９
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
４
年
１２月

２２日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

清
水

洋
文

附
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
１３号

東
京
消
防
庁
消
防
総
監
が
行
う
情
報
公
開
事
務
に
関
す
る
規
程
（
平
成
１１年

１２月
東
京
消
防
庁
告
示

第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
４
年
１２月

２２日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

清
水

洋
文

第
３
条
の
表
⑶
の
項
中
「
非
開
示
決
定
通
知
書
」
を
「
不
開
示
決
定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
７
条
第
２
項
中
「
映
像
又
は
」
を
「
映
像
若
し
く
は
」
に
、
「
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ

ス
ク
若
し
く
は
」
を
「
光
デ
ィ
ス
ク
」
に
改
め
る
。

別
記
第
４
号
様
式
中
「
非
開
示
決
定
通
知
書
」
を
「
不
開
示
決
定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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